
平
成
二
十
六
年
川
越
地
区
消
防
組
合
議
会
第
三
回
臨
時
会
会
議
録 

三 

 

 

△

招
 

 

集

 

 

川

越

地

区

消

防

組

合

告

示

第

六

号

 

 
 

平

成

二

十

六

年

川

越

地

区

消

防

組

合

議

会

第

三

回

臨

時

会

を

次

の

と

お

り

招

集

す

る

。

 

 
 

 

平

成

二

十

六

年

六

月

二

十

日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

川

越

地

区

消

防

組

合

管

理

者

 
 

 

川

 
 

合

 
 

善

 
 

明

 

 

一

 

日

 
 

時

 
 

平

成

二

十

六

年

六

月

二

十

七

日

 

午

後

一

時

 

 

二

 

場

 
 

所

 
 

川

越

地

区

消

防

局

 

三

階

講

堂

 

 

三

 

付

議

事

件

 

 
 

㈠

 

川

越

地

区

消

防

組

合

火

災

予

防

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

定

め

る

こ

と

に

つ

い

て

 

 
 

㈡

 

は

し

ご

付

消

防

自

動

車

の

取

得

に

つ

い

て

 

 
 

㈢

 

消

防

ポ

ン

プ

自

動

車

の

取

得

に

つ

い

て
 

 
 

㈣

 

高

機

能

消

防

指

令

セ

ン

タ

ー

機

器

及

び

消

防

救

急

デ

ジ

タ

ル

無

線

機

器

の

取

得

に

つ

い

て

 

 
 

 
 

△

会

 
 

期

 

平

成

二

十

六

年

六

月

二

十

七

日

 
 

 

一

 

日

 

間

 

     



平
成
二
十
六
年
川
越
地
区
消
防
組
合
議
会
第
三
回
臨
時
会
会
議
録 

 

四 
 

 

                    



平
成
二
十
六
年
川
越
地
区
消
防
組
合
議
会
第
三
回
臨
時
会
会
議
録 

五 

 

 

△
議
事
順
序 

 

午
後
一
時
開
会 

 

一
、
日
程
第
一
、
第
二
、
第
三
に
つ
い
て
は
、
会
期
を
一
日
間
と
定
め
、
議
案
提
出
書
を
公
表
し
、 

 
 

地
方
自
治
法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
出
席
者
を
報
告
す
る
。 

 

二
、
日
程
第
四
、
会
議
録
署
名
議
員
指
名
に
つ
い
て
は
、 

 
 
 
 
 
 
 
 

石 
川 

智 

明 

議
員 

 
 
 
 
 
 
 
 

小
ノ
澤 
哲 

也 

議
員 

 

を
指
名
す
る
。 

 

三
、
日
程
第
五
以
下
に
つ
い
て
は
、
提
出
案
を
単
独
議
題
と
し
、
提
案
理
由
の
説
明
の
後
、
質
疑
、 

 
 

討
論
、
採
決
の
順
序
に
よ
り
審
議
を
行
う
。 

 
 
 
 

こ
の
予
定
は
、
時
間
延
長
し
て
も
終
了
す
る
。 

 
 
 
 
 

以
上
を
も
っ
て
第
三
回
臨
時
会
を
閉
会
す
る
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

△
議
事
日
程 

 
 

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
七
日
（
第
一
日
）
午
後
一
時
開
議 

 

日
程
第 

一 
 
 
 
 
 
 
 

会
期
決
定
に
つ
い
て 

 

日
程
第 

二 
 
 
 
 
 
 
 

議
案
提
出
書
の
公
表
に
つ
い
て 

 

日
程
第 

三 
 
 
 
 
 
 
 

地
方
自
治
法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
出
席
者
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

報
告
に
つ
い
て 

 

日
程
第 

四 
 
 
 
 
 
 
 

会
議
録
署
名
議
員
指
名
に
つ
い
て 

 

日
程
第 

五 

議
案
第 

七
号 

川
越
地
区
消
防
組
合
火
災
予
防
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

 

日
程
第 

六 

議
案
第 

八
号 

は
し
ご
付
消
防
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て 

 

日
程
第 

七 

議
案
第 

九
号 

消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て 

 

日
程
第 

八 

議
案
第
一
〇
号 

高
機
能
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
機
器
及
び
消
防
救
急
デ
ジ
タ
ル
無

線
機
器
の
取
得
に
つ
い
て 

 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

△
議
場
に
出
席
し
た
議
員
（
一
三
人
） 

 
 
 

第 

一
番 

山
田 

敏
夫 

議
員 

 

第 

二
番 

道
祖
土 

証 

議
員 

 
 
 

第 

三
番 

爲
水 

順
二 

議
員 

 

第 

四
番 

三
上
喜
久
蔵 

議
員 

 
 
 

第 

五
番 

桐
野 

 

忠 

議
員 

 

第 

六
番 

片
野 

広
隆 

議
員 

 
 
 

第 

七
番 

関
口 

 

勇 

議
員 

 

第 

八
番 

倉
嶋
美
恵
子 

議
員 

 
 
 

第 

九
番 

髙
橋 

 

剛 

議
員 

 

第
一
〇
番 

石
川 

智
明 

議
員 

 
 
 

第
一
一
番 

小
ノ
澤
哲
也 

議
員 

 

第
一
二
番 

小
野
澤
康
弘 

議
員 

 
 
 

第
一
三
番 

本
山 

修
一 

議
員 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

△
欠
席
議
員
（
な
し
） 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

△
地
方
自
治
法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
議
場
に
出
席
し
た
理
事
者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

管
理
者 

 

川 

合 

善 

明 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

副
管
理
者 

 

高 

田 

康 

男 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〃 
 
 
 
 

風 

間 

清 

司 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会
計
管
理
者 

 

今 

井 

孝 

雄 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

消
防
局
長 

 

大
久
保 

愛
一
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

次 

長 
 

柴 

崎 

正 

治 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〃 
 
 
 

小 

林 

久 

雄 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〃 
 
 
 

木 

村 

圭 

夫 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
越
北
消
防
署
長 

 

野 

本 
 
 

勝 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
越
中
央
消
防
署
長 

 

岸 

田 
 
 

隆 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
越
西
消
防
署
長 

 

高 

野 

春 

雄 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
島
消
防
署
長 

 

島 

村 
 
 

宏 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総
務
課
長 

 

比
留
間 

富 

雄 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

予
防
課
長 

 

笛 

木 
 
 

清 



平
成
二
十
六
年
川
越
地
区
消
防
組
合
議
会
第
三
回
臨
時
会
会
議
録 

 

六 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

警
防
課
長 

 

岸 
 
 

康 

弘 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

救
急
課
長 

 

島 

村 

昭 

仁 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

指
揮
統
制
課
長 

 

澤 

田 

英 

司 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

△
議
場
に
出
席
し
た
職
員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

書
記
長 

 

佐 

藤 

美
智
子 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

書 

記 
 

利
根
川 

 
 

晃 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〃 
 
 
 

西 

村 

政 

徳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〃 
 
 
 

矢 

島 

勝 

寿 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

△
開 

 

会
（
午
後
一
時
二
十
分
） 

○
三
上
喜
久
蔵
議
長 

出
席
議
員
が
定
足
数
に
達
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
平
成
二
十
六
年
六
月
二
十

七
日
開
会
の
川
越
地
区
消
防
組
合
議
会
第
三
回
臨
時
会
の
議
会
は
成
立
し
て
お
り
ま
す
。 

 
 

こ
れ
よ
り
開
会
い
た
し
ま
す
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

△
日
程
第 

一 

会
期
決
定
に
つ
い
て 

○
三
上
喜
久
蔵
議
長 

直
ち
に
会
議
を
開
き
ま
す
。 

 
 

日
程
に
入
り
ま
す
。
日
程
第
一
、
会
期
決
定
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
川
越
地
区
消
防
組
合
議
会
第
三
回
臨
時
会
の
会
期
を
本
日
一
日
間
と
す

る
こ
と
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
言
う
者
が
い
る
） 

○
三
上
喜
久
蔵
議
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
議
会
第
三
回
臨
時
会
の
会
期
を
本

日
一
日
間
と
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

△
日
程
第 

二 

議
案
提
出
書
の
公
表
に
つ
い
て 

○
三
上
喜
久
蔵
議
長 

日
程
第
二
、
議
案
提
出
書
の
公
表
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

管
理
者
よ
り
議
案
提
出
書
が
送
付
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
書
記
を
し
て
朗
読
い
た
さ
せ
ま
す
。 

（
西
村
政
徳
書
記 

朗
読
） 

 

川
消
総
発
第
四
三
四
号 

 
 
 

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
七
日 

 
 

川
越
地
区
消
防
組
合
議
会
議
長 

三 

上 

喜
久
蔵 

様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

川
越
地
区
消
防
組
合
管
理
者 

川 

合 

善 

明 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議
案
の
提
出
に
つ
い
て
（
通
知
） 

 
 

平
成
二
十
六
年
本
組
合
議
会
第
三
回
臨
時
会
に
、
次
の
議
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

記 

 

一 
 

川
越
地
区
消
防
組
合
火
災
予
防
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

 

二 
 

は
し
ご
付
消
防
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て 

 

三 
 

消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て 

 

四 
 

高
機
能
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
機
器
及
び
消
防
救
急
デ
ジ
タ
ル
無
線
機
器
の
取
得
に
つ
い
て 

○
三
上
喜
久
蔵
議
長 

以
上
で
公
表
を
終
わ
り
ま
す
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

△
日
程
第 

三 

地
方
自
治
法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
出
席
者
の
報
告
に
つ
い
て 

○
三
上
喜
久
蔵
議
長 

日
程
第
三
、
地
方
自
治
法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
出
席
者
の

報
告
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

地
方
自
治
法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
出
席
要
求
に
基
づ
き
、
管
理
者
よ
り
通
知

の
あ
り
ま
し
た
出
席
者
に
つ
い
て
は
、
配
布
し
て
お
き
ま
し
た
の
で
御
了
承
願
い
ま
す
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

川
消
議
会
発
第
一
四
号 

 
 
 

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
日 

 
 

川
越
地
区
消
防
組
合
管
理
者 

川 

合 

善 

明 

様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
越
地
区
消
防
組
合
議
会
議
長 

三 

上 

喜
久
蔵 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出 
 

席 
 

要 
 

求 
 

書 



平
成
二
十
六
年
川
越
地
区
消
防
組
合
議
会
第
三
回
臨
時
会
会
議
録 

七 

 

 

 
 

地
方
自
治
法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
六
月
二
十
七
日
午
後
一
時
開
会
の
川
越

地
区
消
防
組
合
議
会
第
三
回
臨
時
会
に
議
会
の
審
議
に
必
要
な
説
明
の
た
め
、
管
理
者
並
び
に
そ

の
委
任
を
受
け
た
者
の
出
席
を
要
求
し
ま
す
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

川
消
総
収
第
三
九
八
号 

 
 
 

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
七
日 

 
 

川
越
地
区
消
防
組
合
議
会
議
長 

三 

上 

喜
久
蔵 

様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
越
地
区
消
防
組
合
管
理
者 

川 

合 

善 

明 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出 
 

席 
 

通 
 

知 
 

書 

 
 

要
求
に
よ
り
、
平
成
二
十
六
年
本
組
合
議
会
第
三
回
臨
時
会
に
、
別
紙
の
者
が
出
席
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

管
理
者 

 

川 

合 

善 

明 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

副
管
理
者 
 

高 

田 

康 

男 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

〃 
 
 
 
 

風 

間 

清 

司 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会
計
管
理
者 

 

今 

井 

孝 

雄 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

消
防
局
長 

 
大
久
保 

愛
一
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

次 

長 
 

柴 
崎 

正 

治 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

〃 
 
 
 

小 

林 
久 

雄 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

〃 
 
 
 

木 

村 
圭 
夫 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
越
北
消
防
署
長 

 

野 

本 
 
 

勝 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
越
中
央
消
防
署
長 

 

岸 

田 
 
 

隆 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
越
西
消
防
署
長 

 

高 

野 

春 

雄 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
島
消
防
署
長 

 

島 

村 
 
 

宏 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

総
務
課
長 

 

比
留
間 

富 

雄 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

予
防
課
長 

 

笛 

木 
 
 

清 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

警
防
課
長 

 

岸 
 
 

康 

弘 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

救
急
課
長 

 

島 

村 

昭 

仁 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

指
揮
統
制
課
長 

 

澤 

田 

英 

司 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

△
日
程
第 

四 

会
議
録
署
名
議
員
指
名
に
つ
い
て 

○
三
上
喜
久
蔵
議
長 

日
程
第
四
、
会
議
録
署
名
議
員
指
名
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

会
議
規
則
第
八
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
会
議
録
署
名
議
員
二
人
の
指
名
を
行
い
ま
す
。 

 
 
 

石 

川 

智 

明 

議
員 

 
 
 

小
ノ
澤 

哲 

也 

議
員 

 
 

以
上
二
人
の
方
を
指
名
い
た
し
ま
す
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

△
日
程
第 

五 

議
案
第 

七
号 

川
越
地
区
消
防
組
合
火
災
予
防
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

○
三
上
喜
久
蔵
議
長 

日
程
第
五
、
議
案
第
七
号
、
川
越
地
区
消
防
組
合
火
災
予
防
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

議
案
第
七
号 

 
 
 
 

川
越
地
区
消
防
組
合
火
災
予
防
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

川
越
地
区
消
防
組
合
火
災
予
防
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。 

 
 
 

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
七
日
提
出 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
越
地
区
消
防
組
合
管
理
者 

川 

合 

善 

明 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

△
提
案
理
由
の
説
明
（
消
防
局
長
） 

○
三
上
喜
久
蔵
議
長 

提
案
理
由
の
説
明
を
願
い
ま
す
。 

（
大
久
保
愛
一
郎
消
防
局
長
登
壇
） 

○
大
久
保
愛
一
郎
消
防
局
長 

た
だ
い
ま
上
程
に
な
り
ま
し
た
議
案
第
七
号
、
川
越
地
区
消
防
組
合

火
災
予
防
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
、
提
案
理
由
の
御
説
明

を
申
し
上
げ
ま
す
。 
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八 
 

 

 
 

改
正
の
内
容
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
消
防
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
祭
礼
、
縁
日
、
花
火

大
会
な
ど
の
多
数
の
者
が
集
合
す
る
催
し
に
お
い
て
、
ガ
ス
こ
ん
ろ
な
ど
の
火
気
器
具
等
を
使
用

す
る
場
合
に
は
消
火
器
の
準
備
を
、
ま
た
、
火
気
器
具
を
使
用
す
る
露
店
を
開
設
す
る
場
合
に
は

そ
の
届
け
出
を
義
務
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

ま
た
、
多
数
の
者
の
集
合
す
る
屋
外
で
の
催
し
の
う
ち
、
火
災
に
よ
り
特
に
重
大
な
被
害
が
生

じ
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
を
指
定
催
し
と
し
て
指
定
し
、
主
催
者
に
対
し
火
災
予
防
上
必
要
な
業

務
に
関
す
る
計
画
書
の
提
出
と
、
そ
の
計
画
に
基
づ
い
た
業
務
の
実
施
を
義
務
づ
け
よ
う
と
す
る

も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
わ
せ
て
、
こ
の
計
画
書
を
提
出
し
な
か
っ
た
場
合
に
お
け
る
罰
則
規
定

を
設
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

こ
の
条
例
の
施
行
期
日
に
つ
き
ま
し
て
は
、
消
防
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行

期
日
に
合
わ
せ
平
成
二
十
六
年
八
月
一
日
と
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
指
定
催
し

の
指
定
及
び
屋
外
催
し
に
係
る
防
火
管
理
に
つ
き
ま
し
て
は
、
一
定
の
経
過
措
置
を
設
け
よ
う
と

す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

以
上
で
提
案
理
由
の
説
明
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
よ
ろ
し
く
御
審
議
の
ほ
ど
、
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。 

○
三
上
喜
久
蔵
議
長 

提
案
理
由
の
説
明
は
終
わ
り
ま
し
た
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

△
質
疑
・
討
論
・
採
決 

○
三
上
喜
久
蔵
議
長 

こ
れ
よ
り
質
疑
に
入
り
ま
す
。
御
質
疑
あ
り
ま
せ
ん
か
。
ー
質
疑
な
し
と
認

め
ま
す
。
質
疑
を
終
結
い
た
し
ま
す
。 

 
 

討
論
に
入
り
ま
す
。
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
ー
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
れ
よ
り
本
件

の
採
決
を
行
い
ま
す
。 

 
 

本
件
を
原
案
ど
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
言
う
者
が
い
る
） 

○
三
上
喜
久
蔵
議
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
件
は
原
案
ど
お
り
可
決
す
る
こ
と

に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

△
日
程
第 

六 

議
案
第 

八
号 

は
し
ご
付
消
防
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て 

○
三
上
喜
久
蔵
議
長 

日
程
第
六
、
議
案
第
八
号
、
は
し
ご
付
消
防
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て
を
議

題
と
い
た
し
ま
す
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

議
案
第
八
号 

 
 
 
 

は
し
ご
付
消
防
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て 

 
 

次
の
と
お
り
は
し
ご
付
消
防
自
動
車
を
取
得
す
る
た
め
、
川
越
地
区
消
防
組
合
に
お
い
て
制
定

す
べ
き
条
例
の
う
ち
川
越
市
条
例
を
準
用
す
る
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
議
会
の

議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
議

会
の
議
決
を
求
め
る
。 

 
 
 

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
七
日
提
出 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
越
地
区
消
防
組
合
管
理
者 

川 

合 

善 

明 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

△
提
案
理
由
の
説
明
（
消
防
局
長
） 

○
三
上
喜
久
蔵
議
長 

提
案
理
由
の
説
明
を
願
い
ま
す
。 

（
大
久
保
愛
一
郎
消
防
局
長
登
壇
） 

○
大
久
保
愛
一
郎
消
防
局
長 

た
だ
い
ま
上
程
に
な
り
ま
し
た
議
案
第
八
号
、
は
し
ご
付
消
防
自
動

車
の
取
得
に
つ
き
ま
し
て
、
提
案
理
由
の
御
説
明
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

現
在
、
川
越
中
央
消
防
署
に
配
備
さ
れ
て
お
り
ま
す
は
し
ご
付
消
防
自
動
車
に
つ
き
ま
し
て
は
、

平
成
七
年
二
月
十
三
日
に
購
入
し
、
十
九
年
四
カ
月
が
経
過
し
著
し
く
老
朽
化
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
自
動
車
Ｎ
Ｏ
ｘ
・
Ｐ
Ｍ
法
の
規
制
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
今
回
更
新
を
お
願
い
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

車
種
は
日
野
四
サ
イ
ク
ル
デ
ィ
ー
ゼ
ル
エ
ン
ジ
ン
で
、
全
長
一
万
三
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
全
幅

二
千
四
百
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
全
高
三
千
四
百
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
総
排
気
量
八
千
八
百
六

十
六
㏄
、
乗
車
定
員
は
六
人
で
ご
ざ
い
ま
す
。 
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九 

 

 

 
 

は
し
ご
の
特
徴
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
最
大
地
上
高
は
三
十
メ
ー
ト
ル
、
は
し
ご
の
動
き
に
合

わ
せ
て
伸
縮
す
る
水
路
管
と
先
端
に
バ
ス
ケ
ッ
ト
を
装
備
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
先
端
を
屈
折

さ
せ
て
斜
め
下
方
向
に
は
し
ご
を
伸
ば
す
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
ビ
ル
の
屋
上
の
フ
ェ
ン
ス
や
手

す
り
な
ど
の
障
害
物
を
避
け
て
上
か
ら
建
物
に
接
近
し
、
安
全
に
架
梯
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

取
得
の
方
法
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
平
成
二
十
六
年
五
月
十
九
日
、
五
社
に
よ
る
指
名
競
争
入
札

を
執
行
し
た
結
果
、
落
札
業
者
の
株
式
会
社
モ
リ
タ
テ
ク
ノ
ス
東
日
本
営
業
部
と
消
費
税
等
を
含

め
一
億
九
千
八
百
五
十
万
四
千
円
で
契
約
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

取
得
概
要
、
概
略
図
及
び
入
札
結
果
に
つ
き
ま
し
て
は
、
議
案
参
考
資
料
に
記
載
の
と
お
り
で

ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

以
上
で
提
案
理
由
の
説
明
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
よ
ろ
し
く
御
審
議
の
ほ
ど
、
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。 

○
三
上
喜
久
蔵
議
長 

以
上
で
提
案
理
由
の
説
明
は
終
わ
り
ま
し
た
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

△
質
疑
・
討
論
・
採
決 

○
三
上
喜
久
蔵
議
長 

こ
れ
よ
り
質
疑
に
入
り
ま
す
。
御
質
疑
あ
り
ま
せ
ん
か
。
ー
質
疑
な
し
と
認

め
ま
す
。
質
疑
を
終
結
い
た
し
ま
す
。 

 
 

討
論
に
入
り
ま
す
。
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
ー
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
れ
よ
り
本
件

の
採
決
を
行
い
ま
す
。 

 
 

本
件
を
原
案
ど
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
言
う
者
が
い
る
） 

○
三
上
喜
久
蔵
議
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
件
は
原
案
ど
お
り
可
決
す
る
こ
と

に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

△
日
程
第 

七 

議
案
第 

九
号 

消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て 

○
三
上
喜
久
蔵
議
長 

日
程
第
七
、
議
案
第
九
号
、
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て
を
議
題

と
い
た
し
ま
す
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

議
案
第
九
号 

 
 
 
 

消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て 

 
 

次
の
と
お
り
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
を
取
得
す
る
た
め
、
川
越
地
区
消
防
組
合
に
お
い
て
制
定
す

べ
き
条
例
の
う
ち
川
越
市
条
例
を
準
用
す
る
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
議
会
の
議

決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
議
会

の
議
決
を
求
め
る
。 

 
 
 

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
七
日
提
出 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
越
地
区
消
防
組
合
管
理
者 

川 

合 

善 

明 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

△
提
案
理
由
の
説
明
（
消
防
局
長
） 

○
三
上
喜
久
蔵
議
長 

提
案
理
由
の
説
明
を
願
い
ま
す
。 

（
大
久
保
愛
一
郎
消
防
局
長
登
壇
） 

○
大
久
保
愛
一
郎
消
防
局
長 

た
だ
い
ま
上
程
と
な
り
ま
し
た
議
案
第
九
号
、
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車

の
取
得
に
つ
き
ま
し
て
、
提
案
理
由
の
御
説
明
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

現
在
、
川
越
市
消
防
団
第
三
分
団
及
び
名
細
分
団
に
配
備
さ
れ
て
お
り
ま
す
二
台
の
消
防
ポ
ン

プ
自
動
車
は
、
平
成
十
一
年
十
二
月
三
日
に
購
入
し
、
十
四
年
六
カ
月
が
経
過
し
著
し
く
老
朽
化

し
て
い
る
こ
と
か
ら
今
回
更
新
を
お
願
い
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

車
種
は
日
野
四
サ
イ
ク
ル
デ
ィ
ー
ゼ
ル
エ
ン
ジ
ン
で
、
全
長
五
千
七
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
全
幅

千
八
百
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
全
高
二
千
五
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
総
排
気
量
四
千
九
㏄
、
乗
車
定

員
は
六
人
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

取
得
の
方
法
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
平
成
二
十
六
年
五
月
十
九
日
、
五
社
に
よ
る
指
名
競
争
入
札

を
執
行
し
た
結
果
、
落
札
業
者
の
東
京
日
野
自
動
車
株
式
会
社
新
狭
山
支
店
と
消
費
税
等
を
含
め

二
千
九
百
七
十
四
万
三
千
二
百
円
で
契
約
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

取
得
概
要
、
概
略
図
及
び
入
札
結
果
に
つ
き
ま
し
て
は
、
議
案
参
考
資
料
に
記
載
の
と
お
り
で
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一
〇 

 

 

ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

以
上
で
提
案
理
由
の
説
明
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
よ
ろ
し
く
御
審
議
の
ほ
ど
、
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。 

○
三
上
喜
久
蔵
議
長 

提
案
理
由
の
説
明
は
終
わ
り
ま
し
た
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

△
質
疑
・
討
論
・
採
決 

○
三
上
喜
久
蔵
議
長 

こ
れ
よ
り
質
疑
に
入
り
ま
す
。
御
質
疑
あ
り
ま
せ
ん
か
。
ー
質
疑
な
し
と
認

め
ま
す
。
質
疑
を
終
結
い
た
し
ま
す
。 

 
 

討
論
に
入
り
ま
す
。
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
ー
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
れ
よ
り
本
件

の
採
決
を
行
い
ま
す
。 

 
 

本
件
を
原
案
ど
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
言
う
者
が
い
る
） 

○
三
上
喜
久
蔵
議
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
件
は
原
案
ど
お
り
可
決
す
る
こ
と

に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

△
日
程
第 

八 

議
案
第
一
〇
号 

高
機
能
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
機
器
及
び
消
防
救
急
デ
ジ
タ
ル
無

線
機
器
の
取
得
に
つ
い
て 

○
三
上
喜
久
蔵
議
長 

日
程
第
八
、
議
案
第
十
号
、
高
機
能
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
機
器
及
び
消
防
救

急
デ
ジ
タ
ル
無
線
機
器
の
取
得
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

議
案
第
一
〇
号 

 
 
 
 

高
機
能
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
機
器
及
び
消
防
救
急
デ
ジ
タ
ル
無
線
機
器
の
取
得
に
つ
い
て 

 
 

次
の
と
お
り
高
機
能
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
機
器
及
び
消
防
救
急
デ
ジ
タ
ル
無
線
機
器
を
取
得
す

る
た
め
、
川
越
地
区
消
防
組
合
に
お
い
て
制
定
す
べ
き
条
例
の
う
ち
川
越
市
条
例
を
準
用
す
る
条

例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処

分
に
関
す
る
条
例
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
議
会
の
議
決
を
求
め
る
。 

 
 
 

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
七
日
提
出 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
越
地
区
消
防
組
合
管
理
者 

川 

合 

善 

明 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

△
提
案
理
由
の
説
明
（
消
防
局
長
） 

○
三
上
喜
久
蔵
議
長 

提
案
理
由
の
説
明
を
願
い
ま
す
。 

（
大
久
保
愛
一
郎
消
防
局
長
登
壇
） 

○
大
久
保
愛
一
郎
消
防
局
長 

た
だ
い
ま
上
程
に
な
り
ま
し
た
議
案
第
十
号
、
高
機
能
消
防
指
令
セ

ン
タ
ー
機
器
及
び
消
防
救
急
デ
ジ
タ
ル
無
線
機
器
の
取
得
に
つ
き
ま
し
て
、
提
案
理
由
の
御
説
明

を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

平
成
四
年
度
に
整
備
し
た
現
在
の
消
防
緊
急
通
信
指
令
装
置
に
つ
き
ま
し
て
は
、
当
初
の
整
備

か
ら
二
十
二
年
が
経
過
し
、
そ
の
間
、
平
成
十
三
年
度
、
平
成
十
九
年
度
の
二
度
に
わ
た
り
機
器

の
部
分
更
新
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
更
新
部
分
に
つ
い
て
も
耐
用
年
数
の
六
年
が
経
過

し
、
全
体
が
著
し
く
老
朽
化
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
消
防
救
急
無
線
の
デ
ジ
タ
ル
方
式
へ
の
移

行
期
日
が
平
成
二
十
八
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
と
定
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
こ
と
か
ら
、
今
回
一
体

的
に
整
備
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

主
な
機
器
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
高
機
能
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
機
器
に
つ
き
ま
し
て
は
、
指
令

台
、
指
揮
台
等
、
ま
た
、
消
防
救
急
デ
ジ
タ
ル
無
線
機
器
に
つ
き
ま
し
て
は
、
基
地
局
無
線
装
置
、

車
載
型
移
動
局
無
線
機
等
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

取
得
の
方
法
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
平
成
二
十
六
年
五
月
十
九
日
、
三
社
に
よ
る
指
名
競
争
入
札

を
執
行
し
た
結
果
、
落
札
業
者
の
沖
電
気
工
業
株
式
会
社
統
合
営
業
本
部
官
公
営
業
本
部
と
消
費

税
等
を
含
め
五
億
一
千
八
百
二
万
二
千
円
で
契
約
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

取
得
概
要
及
び
入
札
結
果
に
つ
き
ま
し
て
は
、
議
案
参
考
資
料
に
記
載
の
と
お
り
で
ご
ざ
い
ま

す
。 

 
 

以
上
で
提
案
理
由
の
説
明
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
よ
ろ
し
く
御
審
議
の
ほ
ど
、
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。 

○
三
上
喜
久
蔵
議
長 

提
案
理
由
の
説
明
は
終
わ
り
ま
し
た
。 
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

△
質
疑
・
討
論
・
採
決 

○
三
上
喜
久
蔵
議
長 

こ
れ
よ
り
質
疑
に
入
り
ま
す
。
御
質
疑
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

本
山
修
一
議
員
。 

（
本
山
修
一
議
員
登
壇
） 

○
本
山
修
一
議
員 

議
案
第
十
号
、
高
機
能
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
機
器
及
び
消
防
救
急
デ
ジ
タ
ル
無

線
機
器
の
取
得
に
つ
い
て
何
点
か
お
伺
い
を
い
た
し
ま
す
。 

 
 

納
入
場
所
と
し
て
川
越
地
区
消
防
局
ほ
か
七
カ
所
と
な
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
具
体
的
に

は
ど
こ
に
ど
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
設
置
さ
れ
て
い
く
の
か
。
一
点
目
に
お
伺
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 

ま
た
、
高
機
能
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
、
消
防
救
急
デ
ジ
タ
ル
化
へ
の
移
行
に
当
た
っ
て
、
こ
の

間
ど
う
い
う
検
討
を
、
ま
た
計
画
に
基
づ
い
て
準
備
等
が
行
わ
れ
て
き
た
の
か
お
伺
い
い
た
し
ま

す
。 

 
 

三
点
目
は
、
納
入
期
限
が
平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
五
日
と
な
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
工

事
期
間
の
工
程
に
つ
い
て
、
ど
う
い
う
ふ
う
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
な
っ
て
い
る
の
か
お
伺
い
い
た

し
ま
す
。 

 
 

四
点
目
は
、
契
約
金
額
が
約
五
億
一
千
八
百
二
万
円
に
な
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
国
の
国

庫
補
助
金
等
財
源
内
訳
に
つ
い
て
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
る
か
お
伺
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 

さ
ら
に
、
五
点
目
で
す
け
れ
ど
も
、
沖
電
気
工
業
株
式
会
社
統
合
営
業
本
部
官
公
営
業
本
部
と

契
約
を
交
わ
し
て
い
く
と
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
統
合
営
業
本
部
官
公
営
業

本
部
と
い
う
沖
電
気
工
業
の
会
社
の
一
部
分
と
し
て
の
契
約
を
行
っ
て
い
く
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

す
け
れ
ど
も
、
指
名
参
加
に
は
当
然
登
録
さ
れ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
い
う
ふ

う
に
こ
の
間
、
こ
う
い
う
方
式
で
契
約
さ
れ
て
き
た
の
か
。
ま
だ
こ
れ
か
ら
本
契
約
す
る
わ
け
で

す
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
事
例
が
あ
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
お
伺
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 

今
回
の
よ
う
な
高
機
能
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
や
デ
ジ
タ
ル
化
な
ど
、
全
国
で
今
、
発
注
が
行
わ

れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
企
業
の
こ
れ
ま
で
の
契
約
実
績
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の

か
お
伺
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 

そ
れ
か
ら
、
こ
と
し
三
月
の
消
防
議
会
で
平
成
二
十
六
年
度
川
越
地
区
消
防
組
合
一
般
会
計
予

算
に
つ
い
て
質
疑
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
御
答
弁
で
は
、
現
在
の
通
信
指
令
室
の
人
員
は

常
時
、
指
令
管
制
員
が
五
名
配
置
さ
れ
、
深
夜
は
二
名
交
替
制
で
行
わ
れ
て
い
る
と
、
今
後
に
つ

い
て
の
人
員
配
置
は
検
討
し
た
い
と
答
弁
さ
れ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
現
段
階
で
デ
ジ
タ
ル
化

が
完
了
し
た
場
合
、
高
機
能
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
整
備
後
の
人
員
配
置
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
な
る

の
か
改
め
て
お
伺
い
を
い
た
し
ま
す
。 

（
澤
田
英
司
指
揮
統
制
課
長
登
壇
） 

○
澤
田
英
司
指
揮
統
制
課
長 

所
管
事
項
に
つ
き
ま
し
て
御
答
弁
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

納
入
場
所
の
川
越
地
区
消
防
局
ほ
か
七
カ
所
に
つ
き
ま
し
て
は
、
川
越
北
消
防
署
を
含
む
消
防

局
の
ほ
か
川
越
中
央
消
防
署
、
川
越
西
消
防
署
、
川
島
消
防
署
、
南
古
谷
分
署
、
高
階
分
署
、
大

東
分
署
、
名
細
分
署
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

現
在
、
各
署
所
に
水
槽
付
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
、
指
揮
車
な
ど
の
災
害
対
応
の
車
両
が
消
防
局

に
五
台
、
川
越
北
消
防
署
に
六
台
、
川
越
中
央
消
防
署
に
八
台
、
川
越
西
消
防
署
に
七
台
、
川
島

消
防
署
に
六
台
、
南
古
谷
分
署
に
六
台
、
高
階
分
署
に
五
台
、
大
東
分
署
に
五
台
、
名
細
分
署
に

八
台
、
計
五
十
六
台
が
配
置
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
ら
災
害
対
応
車
両
五
十
六
台
に
車
載

型
移
動
局
無
線
機
を
設
置
し
、
そ
の
他
主
な
も
の
と
し
て
各
署
所
に
署
所
端
末
装
置
、
画
像
送
信

端
末
装
置
を
設
置
す
る
予
定
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

次
に
、
工
程
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
高
機
能
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
機
器
購
入
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
は
、
納
入
機
器
の
仕
様
書
確
認
作
業
を
七
月
か
ら
行
い
、
九
月
の
立
会
検
査
後
、
十
月
か

ら
納
入
を
開
始
し
、
平
成
二
十
七
年
一
月
中
に
完
了
し
、
そ
の
後
納
入
に
伴
う
指
令
室
の
補
修
作

業
を
行
い
、
納
入
期
限
の
平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
五
日
ま
で
に
全
て
が
完
了
す
る
予
定
で
ご
ざ

い
ま
す
。 

 
 

消
防
救
急
デ
ジ
タ
ル
無
線
機
器
購
入
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
納
入
す
る
機
器
の
仕
様
書
確
認
作
業

を
七
月
か
ら
行
い
、
九
月
の
立
会
検
査
後
、
十
月
に
指
令
セ
ン
タ
ー
側
の
納
入
を
開
始
し
、
平
成

二
十
七
年
一
月
中
に
完
了
す
る
予
定
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

車
両
積
載
に
つ
き
ま
し
て
は
、
十
二
月
上
旬
か
ら
納
入
を
開
始
し
、
緊
急
消
防
援
助
隊
等
登
録
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車
両
を
優
先
し
、
順
次
積
載
す
る
計
画
と
し
、
二
月
中
に
完
了
す
る
予
定
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

次
に
、
契
約
実
績
に
つ
き
ま
し
て
は
、
埼
玉
県
内
の
実
績
と
い
た
し
ま
し
て
、
平
成
二
十
五
年

度
、
五
消
防
本
部
、
平
成
二
十
六
年
度
、
当
消
防
組
合
を
含
め
六
消
防
本
部
の
合
計
十
一
消
防
本

部
が
契
約
ま
た
は
契
約
予
定
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

な
お
、
現
在
使
用
し
て
い
る
ア
ナ
ロ
グ
無
線
機
器
に
つ
き
ま
し
て
も
、
沖
電
気
工
業
株
式
会
社

製
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

（
比
留
間
富
雄
総
務
課
長
登
壇
） 

○
比
留
間
富
雄
総
務
課
長 

所
管
事
項
に
つ
き
ま
し
て
御
答
弁
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

高
機
能
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
機
器
及
び
消
防
救
急
デ
ジ
タ
ル
無
線
機
器
購
入
の
財
源
内
訳
に
つ

い
て
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
事
業
費
五
億
一
千
八
百
二
万
二
千
円
の
う
ち
地
方
債
の
額
が
五
億
一
千

八
百
万
円
、
一
般
財
源
の
額
が
二
万
二
千
円
と
な
る
見
込
み
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

地
方
債
に
つ
き
ま
し
て
は
、
事
業
費
の
一
〇
〇
％
に
つ
い
て
充
当
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
償

還
額
の
七
〇
％
が
普
通
交
付
税
の
基
準
財
政
需
要
額
に
算
入
で
き
る
緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債
を

充
当
す
る
計
画
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

な
お
、
国
庫
補
助
金
に
つ
き
ま
し
て
は
、
当
初
予
算
で
財
源
と
し
て
見
込
ん
で
お
り
ま
し
た
が
、

不
採
択
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

 
 

次
に
、
沖
電
気
工
業
株
式
会
社
の
統
合
営
業
本
部
官
公
営
業
本
部
が
契
約
者
に
な
る
こ
と
に
つ

い
て
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
沖
電
気
工
業
株
式
会
社
で
は
、
統
合
営
業
本
部
で
官
公
庁
、
金
融
機
関
、

製
造
業
な
ど
産
業
ご
と
の
営
業
部
門
を
統
括
し
て
お
り
、
そ
の
統
合
営
業
本
部
内
の
中
で
官
公
庁

を
対
象
と
し
た
営
業
部
署
が
官
公
営
業
本
部
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

業
者
選
考
に
つ
き
ま
し
て
は
、
川
越
地
区
消
防
組
合
競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
等
に
関
す
る
規

定
に
お
い
て
川
越
市
及
び
川
島
町
の
競
争
入
札
参
加
者
名
簿
に
搭
載
さ
れ
た
者
の
中
か
ら
選
考
す

る
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
搭
載
さ
れ
た
者
の
中
で
沖
電
気
工
業
株
式
会
社
と
し
て
の
登
録
は

沖
電
気
工
業
株
式
会
社
統
合
営
業
本
部
官
公
営
業
本
部
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

（
木
村
圭
夫
次
長
登
壇
） 

○
木
村
圭
夫
次
長 

御
答
弁
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

初
め
に
、
当
消
防
組
合
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
化
移
行
に
当
た
っ
て
の
推
移
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

デ
ジ
タ
ル
化
へ
の
移
行
は
、
平
成
二
十
年
、
ア
ナ
ロ
グ
無
線
の
使
用
期
限
を
平
成
二
十
八
年
五
月

三
十
一
日
と
し
た
総
務
省
通
知
後
、
各
都
道
府
県
単
位
で
の
検
討
が
行
わ
れ
、
埼
玉
県
は
平
成
二

十
年
に
埼
玉
県
下
の
方
向
性
が
示
さ
れ
ま
し
た
。
当
消
防
局
で
は
平
成
二
十
二
年
四
月
、
消
防
救

急
無
線
デ
ジ
タ
ル
化
の
検
討
を
目
的
と
し
た
川
越
地
区
消
防
組
合
消
防
救
急
無
線
デ
ジ
タ
ル
化
検

討
委
員
会
を
設
置
し
、
本
年
度
ま
で
に
基
地
局
の
候
補
地
、
基
地
局
の
数
、
通
信
指
令
施
設
の
位

置
及
び
基
地
局
空
中
線
柱
の
種
類
等
、
デ
ジ
タ
ル
無
線
機
器
及
び
高
機
能
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
機

器
や
整
備
に
伴
う
部
隊
運
用
、
通
信
体
制
な
ど
の
効
率
性
、
経
済
性
及
び
連
携
強
化
に
つ
い
て
十

六
回
に
わ
た
り
検
討
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。 

 
 

な
お
、
検
討
会
に
必
要
と
さ
れ
る
調
査
、
設
計
は
、
平
成
二
十
四
年
度
に
電
波
伝
搬
調
査
及
び

消
防
救
急
デ
ジ
タ
ル
無
線
基
本
設
計
並
び
に
自
立
型
鉄
塔
建
設
予
定
地
地
質
調
査
、
平
成
二
十
五

年
度
に
は
消
防
救
急
デ
ジ
タ
ル
無
線
実
施
設
計
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。 

 
 

続
き
ま
し
て
、
次
に
、
高
機
能
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
機
器
整
備
後
の
人
員
配
置
に
つ
き
ま
し
て

は
、
現
在
、
指
揮
統
制
課
指
令
担
当
は
隔
日
勤
務
の
二
担
当
制
で
行
っ
て
お
り
、
指
令
管
制
員
は

通
常
五
名
を
配
置
し
、
夜
間
は
二
名
体
制
に
よ
り
一
一
九
番
通
報
受
信
体
制
を
確
保
し
て
お
り
ま

す
。
ま
た
、
深
夜
に
お
け
る
火
災
等
の
災
害
を
受
信
し
た
場
合
は
、
当
直
す
る
五
名
が
部
隊
運
用
、

情
報
収
集
、
情
報
発
信
等
の
業
務
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
現
在
、
一
一
九
番
通
報
件
数
に
つ
い
て

は
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、
高
機
能
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
の
機
器
整
備
は
、
一
一
九
番
受
付
か

ら
出
場
指
令
の
時
間
短
縮
化
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
高
機
能
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
機
器
整
備
後
の

人
員
配
置
に
つ
き
ま
し
て
は
、
現
行
と
同
様
の
体
制
を
考
え
て
お
り
ま
す
。 

 
 

以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

（
本
山
修
一
議
員
登
壇
） 

○
本
山
修
一
議
員 

そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
に
お
答
え
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 
 

二
回
目
、
さ
ら
に
お
伺
い
を
い
た
し
ま
す
。 
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こ
の
間
、
平
成
二
十
四
年
度
か
ら
必
要
な
業
務
計
画
を
策
定
し
、
電
波
伝
搬
調
査
だ
と
か
基
本

設
計
、
実
施
設
計
が
平
成
二
十
四
年
度
か
ら
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
約
五
億
一
千
八
百
二
万
円
と

い
う
契
約
金
額
の
財
源
内
訳
も
御
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
国
か
ら
の
補
助
は
不
採
択
。

地
方
債
五
億
一
千
万
円
、
残
り
二
万
二
千
円
が
一
般
財
源
。
確
か
に
地
方
交
付
税
の
ほ
う
で
七
〇

％
ぐ
ら
い
の
そ
れ
が
充
て
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
趣
旨
の
御
答
弁
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、

事
前
に
ち
ょ
っ
と
相
談
し
て
な
か
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
義
務
づ
け
ら
れ
た
こ
の
デ
ジ
タ
ル
無

線
化
を
含
め
た
そ
う
い
う
指
令
セ
ン
タ
ー
の
今
度
の
規
模
の
大
き
い
工
事
に
つ
い
て
、
な
ぜ
国
が

不
採
択
に
し
た
の
か
。
こ
の
辺
は
、
か
な
り
全
国
的
に
も
同
時
に
進
行
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、

国
も
財
源
不
足
の
関
係
で
な
っ
た
の
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
当
初
、
市
は
国
庫
補

助
を
当
て
に
し
て
い
た
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
れ
が
不
採
択
と
な
っ
た
そ
の
理
由
に
つ
い
て
お
伺
い

を
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 
 

さ
ま
ざ
ま
な
機
器
類
を
取
得
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
う
ち
二
点
に
つ
い

て
さ
ら
に
具
体
的
に
お
伺
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 

一
つ
は
、
消
防
救
急
デ
ジ
タ
ル
無
線
機
器
の
う
ち
基
地
局
空
中
線
系
設
備
一
台
が
機
器
の
取
得

に
入
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
い
う
設
備
な
の
か
、
ま
た
、
ど
こ
に
設
置
さ
れ
る
の
か
お
伺

い
い
た
し
ま
す
。 

 
 

二
つ
目
は
、
高
機
能
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
機
器
の
取
得
に
は
電
源
設
備
一
台
が
入
っ
て
お
り
ま

す
け
れ
ど
も
、
ど
う
い
っ
た
機
能
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
ど
こ
に
そ
れ
が
設
置
さ
れ
て
い
く
の
か

お
伺
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 

先
ほ
ど
開
会
前
の
協
議
会
で
、
既
に
契
約
済
み
の
消
防
救
急
デ
ジ
タ
ル
無
線
鉄
塔
工
事
の
概
要

が
説
明
さ
れ
ま
し
た
。
電
気
興
業
株
式
会
社
東
京
支
店
と
約
六
千
二
百
五
十
三
万
円
で
契
約
を
締

結
さ
れ
、
既
に
こ
れ
は
発
注
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
三
十
メ
ー
ト
ル
の
上
に
避
雷
針

が
五
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
つ
い
て
、
非
常
に
大
き
な
鉄
塔
が
、
工
事
が
南
東
側
の
ほ
う
に
設
置
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
詳
細
な
地
下
工
事
の
説
明
も
受
け
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
こ

の
辺
は
軟
弱
地
盤
に
な
る
の
か
。
川
越
台
地
だ
と
思
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
相
当
そ
の
辺
の
強

化
が
必
要
な
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
当
然
、
地
盤
調
査
な
ど
も
、
先

ほ
ど
報
告
さ
れ
た
よ
う
に
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
い
っ
た
調
査
が
さ
れ
て
、
ど
う
い
う
ふ

う
な
地
盤
状
況
な
の
か
。
再
度
、
基
礎
工
事
部
分
に
つ
い
て
の
説
明
を
、
本
会
議
で
す
か
ら
改
め

て
お
伺
い
を
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 
 

当
然
こ
の
鉄
塔
工
事
に
な
っ
て
い
く
と
、
川
越
の
都
市
計
画
部
と
も
景
観
の
関
係
で
協
議
が
必

要
か
と
思
う
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
協
議
さ
れ
て
こ
ら
れ
た
の
か
。
ま
た
、
近

隣
住
民
と
の
説
明
に
つ
い
て
は
、
持
た
れ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
い
う
ふ
う
に

開
催
さ
れ
て
き
た
の
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
お
伺
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 

さ
ら
に
、
高
機
能
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
と
消
防
救
急
デ
ジ
タ
ル
無
線
が
整
備
さ
れ
た
場
合
、
現

在
と
比
較
し
て
ど
う
い
う
効
果
が
期
待
さ
れ
る
の
か
。
相
当
大
規
模
な
中
枢
部
分
の
変
更
に
な
っ

て
ア
ナ
ロ
グ
か
ら
デ
ジ
タ
ル
に
移
行
す
る
わ
け
で
す
か
ら
、
メ
リ
ッ
ト
面
、
相
当
大
き
い
と
思
う

ん
で
す
け
れ
ど
も
、
概
略
で
結
構
で
す
け
れ
ど
も
お
伺
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 

今
回
こ
の
整
備
が
今
年
度
中
に
実
施
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
今
後
デ
ジ
タ
ル
化
が

完
了
し
た
段
階
で
、
通
常
時
の
指
令
業
務
の
場
合
、
そ
れ
も
出
動
時
間
の
短
縮
、
当
然
図
ら
れ
る

と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
大
規
模
災
害
時
、
広
域
的
な
そ
う
い
う
取
り
組
み
が
必
要
に
な
っ
た

場
合
へ
の
対
応
な
ど
、
災
害
現
場
へ
の
効
果
的
な
指
揮
命
令
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
く
の

か
お
伺
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 

前
回
の
三
月
予
算
案
審
議
時
も
お
伺
い
い
た
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
災
害
弱
者
に
つ
い
て
は
福

祉
部
局
と
綿
密
な
連
携
を
図
る
と
答
弁
さ
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
シ
ス
テ
ム
が
稼
働
す
る
ま

で
に
当
然
結
論
を
出
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
い
う
ふ
う

に
協
議
、
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
く
の
か
お
伺
い
を
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 
 

高
機
能
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
及
び
消
防
救
急
デ
ジ
タ
ル
無
線
、
高
度
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
処
理

が
伴
っ
て
く
る
か
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
指
令
装
置
等
の
全
機
能
の
停
止
、
こ
う
い
っ
た
こ

と
も
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
一
系
列
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
だ
め
な
場
合
は
、
そ
れ
を
バ
ッ
ク
ア

ッ
プ
す
る
よ
う
な
機
能
も
当
然
兼
ね
備
え
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
い
う
ふ
う
に

そ
う
い
う
場
合
は
対
応
し
て
い
く
の
か
お
伺
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 

ま
た
、
デ
ジ
タ
ル
無
線
整
備
が
終
わ
っ
た
後
も
、
す
ぐ
に
こ
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
切
り
か
え
が
図
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ら
れ
て
い
く
の
か
。
あ
る
い
は
、
ア
ナ
ロ
グ
も
当
面
存
続
さ
せ
て
い
く
の
か
。
そ
の
辺
に
つ
い
て

は
、
ア
ナ
ロ
グ
無
線
の
整
備
後
の
運
用
に
つ
い
て
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
ら
れ
る
の
か
お

伺
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 

最
後
に
、
消
防
局
長
に
お
伺
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 

三
月
の
消
防
議
会
で
も
お
聞
き
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
現
段
階
で
改
め
て
お
聞
き
い
た
し
ま
す
。 

 
 

高
機
能
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
に
な
っ
て
い
く
こ
と
、
消
防
救
急
デ
ジ
タ
ル
無
線
整
備
が
行
わ
れ
、

こ
れ
ま
で
の
消
防
業
務
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
新
し
い
機
器
の
操
作
や
シ

ス
テ
ム
に
精
通
し
て
い
く
こ
と
が
消
防
職
員
あ
る
い
は
消
防
団
に
も
求
め
ら
れ
て
い
く
わ
け
で
す

け
れ
ど
も
、
今
後
そ
の
た
め
の
一
定
の
研
修
で
あ
る
と
か
訓
練
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
か
と
思
い

ま
す
け
れ
ど
も
、
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ま
れ
て
い
く
の
か
。
一
定
の
期
間
、
同
時
に
、
そ
う
い
う

建
設
整
備
と
あ
わ
せ
て
進
め
ら
れ
て
い
く
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
辺
の
考
え
方
を
お
伺

い
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

（
澤
田
英
司
指
揮
統
制
課
長
登
壇
） 

○
澤
田
英
司
指
揮
統
制
課
長 

所
管
事
項
に
つ
き
ま
し
て
御
答
弁
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

空
中
線
設
備
に
つ
い
て
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
空
中
線
と
は
い
わ
ゆ
る
ア
ン
テ
ナ
で
ご
ざ
い
ま
し

て
、
空
中
線
設
備
の
主
な
も
の
は
、
基
地
局
空
中
線
系
設
備
と
車
載
用
空
中
線
供
用
器
が
ご
ざ
い

ま
す
。
基
地
局
空
中
線
系
設
備
は
、
主
に
無
線
電
波
の
送
受
信
に
必
要
な
空
中
線
及
び
複
数
の
空

中
線
へ
接
続
す
る
基
地
局
空
中
線
供
用
器
並
び
に
落
雷
に
よ
る
誘
導
雷
等
に
よ
る
機
器
破
壊
衝
撃

を
緩
和
減
衰
し
基
地
局
無
線
装
置
を
保
護
す
る
た
め
の
避
雷
器
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
設
備

で
ご
ざ
い
ま
す
。
車
載
用
空
中
線
供
用
器
は
、
車
両
に
設
置
す
る
二
本
の
空
中
線
へ
接
続
さ
れ
る

ケ
ー
ブ
ル
を
一
つ
に
ま
と
め
、
車
載
用
移
動
局
無
線
機
へ
接
続
す
る
機
器
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

ま
た
、
設
置
場
所
に
つ
き
ま
し
て
は
、
主
に
庁
舎
南
側
に
設
置
す
る
通
信
鉄
塔
に
設
置
す
る
も

の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

次
に
、
電
源
設
備
に
つ
き
ま
し
て
は
、
電
力
会
社
か
ら
高
圧
で
受
電
し
た
電
気
を
変
圧
し
、
百

ボ
ル
ト
か
ら
二
百
ボ
ル
ト
の
電
気
を
施
設
に
供
給
す
る
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
及
び
電
源
遮
断
時
に
非
常

用
発
電
機
が
稼
働
す
る
ま
で
の
間
、
電
力
を
賄
う
無
停
電
電
源
装
置
並
び
に
非
常
用
発
電
機
、
ま

た
、
直
流
電
源
を
必
要
と
す
る
装
置
へ
安
定
し
た
電
力
を
供
給
す
る
直
流
電
源
装
置
等
で
構
成
さ

れ
て
い
る
設
備
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

次
に
、
基
礎
工
事
に
つ
い
て
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
平
成
二
十
四
年
度
に
地
質
調
査
を
実
施
し
、

地
質
は
比
較
的
軟
弱
な
地
盤
と
報
告
さ
れ
、
鉄
塔
建
設
に
お
き
ま
し
て
は
基
礎
杭
の
打
ち
込
み
が

必
要
な
地
盤
で
あ
る
と
平
成
二
十
五
年
度
実
施
設
計
に
お
い
て
報
告
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
基
礎
に

つ
き
ま
し
て
は
、
実
施
設
計
に
基
づ
き
直
径
四
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
か
ら
五
百
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、

長
さ
十
三
メ
ー
ト
ル
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
杭
を
八
本
打
ち
込
み
、
さ
ら
に
基
礎
底
盤
と
し
て
縦
横
六

・
三
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
底
板
を
打
つ
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
基
礎
工
事
を
行
う
こ
と
で
、
比
較
的
軟
弱
地
盤
と
さ
れ
て
い
る
場
所
で
も
安
定
し
た

鉄
塔
建
設
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

次
に
、
高
機
能
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
及
び
消
防
救
急
デ
ジ
タ
ル
無
線
の
効
果
に
つ
い
て
で
ご
ざ

い
ま
す
が
、
高
機
能
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
の
効
果
は
、
従
来
の
機
器
と
比
較
し
て
各
種
消
防
業
務

の
Ｏ
Ａ
化
に
よ
る
支
援
情
報
の
有
効
活
用
及
び
効
率
化
を
図
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
機
器
の
操

作
簡
便
性
を
図
り
、
安
全
性
と
信
頼
性
が
確
保
さ
れ
ま
す
。
消
防
救
急
デ
ジ
タ
ル
無
線
の
効
果
は
、

ア
ナ
ロ
グ
方
式
の
無
線
で
は
不
可
能
で
あ
っ
た
画
像
や
デ
ー
タ
の
通
信
が
可
能
と
な
り
、
ま
た
、

車
両
位
置
情
報
が
的
確
に
把
握
で
き
る
こ
と
か
ら
、
部
隊
運
用
の
効
率
化
を
図
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
任
意
で
の
無
線
傍
受
が
不
可
能
に
な
り
、
秘
匿
性
が
図
ら
れ
る

も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

次
に
、
通
常
災
害
と
大
規
模
災
害
の
指
令
業
務
、
無
線
統
制
に
つ
き
ま
し
て
は
、
通
常
災
害
時

は
活
動
波
三
波
の
う
ち
一
波
に
よ
り
災
害
時
の
無
線
統
制
を
行
い
、
災
害
が
輻
輳
し
た
場
合
は
活

動
波
三
波
に
よ
り
無
線
統
制
を
行
い
ま
す
。
被
害
が
拡
大
し
県
内
応
援
を
要
請
し
た
場
合
は
、
活

動
波
三
波
と
埼
玉
県
内
消
防
本
部
が
使
用
で
き
る
主
要
運
用
波
一
波
を
使
用
し
県
内
応
援
消
防
本

部
と
の
通
信
を
統
制
し
、
さ
ら
に
大
規
模
災
害
が
発
生
し
た
場
合
は
、
全
国
の
消
防
本
部
が
使
用

で
き
る
統
制
波
三
波
を
使
用
し
通
信
体
制
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
無
線
統
制
を
行
う
こ
と
と
し

て
お
り
ま
す
。 

 
 

以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。 
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一
五 

 

 

（
木
村
圭
夫
次
長
登
壇
） 

○
木
村
圭
夫
次
長 

御
答
弁
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

初
め
に
、
通
信
鉄
塔
建
設
に
伴
う
近
隣
住
民
へ
の
周
知
に
つ
き
ま
し
て
は
、
川
越
市
管
財
課
及

び
川
越
市
都
市
景
観
課
と
協
議
し
、
建
築
場
所
で
あ
る
神
明
町
に
居
住
す
る
住
民
を
対
象
に
通
信

鉄
塔
建
設
に
伴
う
協
力
依
頼
文
を
回
覧
す
る
こ
と
と
し
、
神
明
町
自
治
会
長
へ
依
頼
を
行
っ
て
お

り
ま
す
。
ま
た
、
施
工
前
に
は
消
防
局
に
隣
接
す
る
住
宅
へ
戸
別
訪
問
し
、
鉄
塔
工
事
の
御
理
解
、

御
協
力
を
お
願
い
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。 

 
 

な
お
、
景
観
に
関
し
ま
し
て
は
、
川
越
市
都
市
景
観
課
へ
届
け
出
し
受
理
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

 
 

次
に
、
災
害
弱
者
へ
の
対
応
に
つ
き
ま
し
て
は
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
一
一
九
及
び
緊
急
通
信
シ
ス
テ
ム
に

加
え
、
聴
覚
、
言
語
に
障
害
の
あ
る
方
を
対
象
と
し
た
Ｗ
ｅ
ｂ
一
一
九
の
整
備
を
い
た
し
ま
す
。

Ｗ
ｅ
ｂ
一
一
九
と
は
、
災
害
弱
者
の
情
報
を
あ
ら
か
じ
め
シ
ス
テ
ム
に
登
録
し
て
お
く
こ
と
で
、

着
信
時
、
既
往
歴
、
か
か
り
つ
け
病
院
、
関
係
者
の
連
絡
先
な
ど
を
瞬
時
に
表
示
で
き
る
シ
ス
テ

ム
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
Ｇ
Ｐ
Ｓ
機
能
を
利
用
し
た
災
害
地
点
の
特
定
や
関
係

者
へ
の
連
絡
等
が
迅
速
に
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。
な
お
、
本
シ
ス
テ
ム
の
運
用
に
関
し

て
は
、
現
在
、
福
祉
関
係
部
局
と
運
用
方
法
等
に
つ
い
て
協
議
中
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

次
に
、
指
令
装
置
等
の
全
機
能
が
停
止
し
た
場
合
の
対
応
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
無
線
系
に
つ
き

ま
し
て
は
、
今
回
設
置
す
る
無
線
局
局
舎
に
お
い
て
通
信
体
制
を
確
保
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま

す
。
ま
た
、
回
線
系
に
つ
き
ま
し
て
は
、
一
一
九
番
通
報
、
回
線
遮
断
時
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
か
ら
即
時
そ

の
旨
の
連
絡
が
あ
り
、
四
署
四
分
署
の
中
か
ら
指
定
し
た
署
へ
一
一
九
番
回
線
を
迂
回
さ
せ
、
一

一
九
番
通
報
体
制
を
確
保
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。 

 
 

次
に
、
デ
ジ
タ
ル
無
線
整
備
後
の
ア
ナ
ロ
グ
無
線
の
運
用
に
つ
き
ま
し
て
は
、
当
消
防
組
合
の

デ
ジ
タ
ル
無
線
整
備
は
今
年
度
完
了
し
ま
す
が
、
他
の
市
町
村
に
お
き
ま
し
て
は
完
了
し
て
い
な

い
消
防
本
部
も
あ
り
、
緊
急
消
防
援
助
隊
と
し
て
の
出
場
時
の
ア
ナ
ロ
グ
無
線
運
用
及
び
当
消
防

組
合
の
受
援
に
お
け
る
応
援
部
隊
の
ア
ナ
ロ
グ
無
線
運
用
車
両
を
考
慮
し
、
使
用
期
限
の
平
成
二

十
八
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
運
用
を
考
え
て
お
り
ま
す
。 

 
 

以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

（
大
久
保
愛
一
郎
消
防
局
長
登
壇
） 

○
大
久
保
愛
一
郎
消
防
局
長 

御
答
弁
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

初
め
に
、
国
庫
補
助
が
不
採
択
と
な
っ
た
理
由
等
に
つ
き
ま
し
て
は
、
直
接
、
国
の
ほ
う
か
ら

は
内
容
に
つ
い
て
示
さ
れ
て
は
お
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
ま
す
こ
と

に
つ
き
ま
し
て
は
、
平
成
二
十
年
度
に
国
が
重
点
施
策
と
し
て
消
防
広
域
化
の
推
進
を
掲
げ
て
お

り
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
中
で
消
防
緊
急
デ
ジ
タ
ル
無
線
等
の
共
同
運
用
に
つ
い
て
も
、
そ
の
施
策

と
し
て
挙
げ
て
お
り
ま
す
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
当
消
防
組
合
は
、
こ
れ
ら
の
事
業
に
つ
き
ま

し
て
単
独
設
置
す
る
こ
と
で
今
回
の
補
助
対
象
か
ら
除
か
れ
た
も
の
だ
と
推
察
し
て
お
る
と
こ
ろ

で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

次
に
、
職
員
研
修
に
つ
き
ま
し
て
、
新
た
な
高
機
能
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
機
器
及
び
消
防
緊
急

デ
ジ
タ
ル
無
線
機
器
の
購
入
に
伴
い
、
火
災
、
救
急
救
助
の
災
害
発
生
時
の
円
滑
な
業
務
遂
行
を

行
う
た
め
に
、
全
職
員
を
対
象
と
し
て
研
修
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
内
容
と
い
た
し
ま

し
て
は
、
指
令
管
制
担
当
員
に
つ
き
ま
し
て
は
、
指
令
及
び
無
線
装
置
等
の
操
作
、
機
能
、
障
害

時
の
補
修
要
領
に
つ
い
て
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
そ
の
他
の
職
に
つ
い
て
は
、
端
末
装
置
、

無
線
機
器
の
操
作
、
機
能
、
点
検
要
領
に
つ
い
て
実
施
す
る
予
定
で
ご
ざ
い
ま
す
。
な
お
、
研
修

の
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
後
、
受
注
者
と
協
議
す
る
こ
と
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
機

器
の
納
入
が
完
了
し
た
後
に
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
の
運
用
開
始
に
向
け
て
研
修
を
実
施
し

て
い
く
予
定
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

○
三
上
喜
久
蔵
議
長 

他
に
御
質
疑
あ
り
ま
せ
ん
か
。
ー
質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。
質
疑
を
終
結
い

た
し
ま
す
。 

 
 

討
論
に
入
り
ま
す
。
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
ー
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
れ
よ
り
本
件

の
採
決
を
行
い
ま
す
。 

 
 

本
件
を
原
案
ど
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
言
う
者
が
い
る
） 

○
三
上
喜
久
蔵
議
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
件
は
原
案
ど
お
り
可
決
す
る
こ
と
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一
六 

 

 

に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

△
閉 

 
会 

○
三
上
喜
久
蔵
議
長 

以
上
を
も
っ
て
川
越
地
区
消
防
組
合
議
会
第
三
回
臨
時
会
の
議
事
全
部
を
終

わ
り
ま
し
た
。
よ
っ
て
、
こ
れ
を
も
っ
て
会
議
を
閉
じ
ま
す
。 

 
 

閉
会
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 

午
後
二
時
十
二
分 
閉
会 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

△
会
議
の
結
果 

 

日
程
第 

一 
 
 
 
 
 
 
 

会
期
決
定
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本
日
一
日
間
と
決
定
し
た
。 

 

日
程
第 

二 
 
 
 
 
 
 
 

議
案
提
出
書
の
公
表
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議
案
提
出
書
を
公
表
し
た
。 

 

日
程
第 

三 
 
 
 
 
 
 
 

地
方
自
治
法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
出
席
者
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

報
告
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出
席
者
の
一
覧
を
配
布
し
た
。 

 

日
程
第 

四 
 
 
 
 
 
 
 

会
議
録
署
名
議
員
指
名
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議
長
指
名
の
と
お
り
決
定
し
た
。 

 

日
程
第 

五 

議
案
第 

七
号 

川
越
地
区
消
防
組
合
火
災
予
防
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

 

原
案
可
決 

 

日
程
第 

六 

議
案
第 

八
号 

は
し
ご
付
消
防
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て 

 

原
案
可
決 

 

日
程
第 

七 

議
案
第 

九
号 

消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て 

 

原
案
可
決 

 

日
程
第 

八 

議
案
第
一
〇
号 

高
機
能
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
機
器
及
び
消
防
救
急
デ
ジ
タ
ル
無

線
機
器
の
取
得
に
つ
い
て 

 

原
案
可
決 


